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第３章　合併の経緯

その後、平成13年８月に「山鹿鹿本地域行政問題検討会」、平成14年３月には、首長・議長の構

成による「山鹿鹿本地域合併問題検討会」の設置により検討を深め、その過程で地域の将来を見据

えた合併に対する真剣な議論の必要性が自覚され、これと連動して、各市町議会に特別委員会が設

置されるなど、合併問題への取組みは極めて重要な課題となりました。

当時の合併特例法は平成17年3月末までに合併を行う市町村に各種特例措置を適用するとしてい

ました。このため、法定協議会に先立つ任意協議会設置の判断は平成14年６月までに行う必要があ

るとの共通認識から、平成14年春以降、枠組みに関する論議が本格化しました。

各市町が住民説明会などを通じて住民への説明と意向把握を行った結果、同年５月、植木町は

「住民の支持を得られない」ということで郡市一体となった枠組みからの離脱を表明しました。従っ

て、残る１市４町で広域的な合併に向けた取組みを進めるか否かが焦点となりました。

同年６・７月、住民説明会及び意向調査を行い、様々な意見が出されたものの概ねの理解が得ら

れたものとして、同年８月に首長及び正副議長の構成による「鹿本地域合併任意協議会」を発足さ

せることが決定し、１市４町は正式に合併協議のテーブルにつくこととなりました。

任意協議会では、合併の可否の大きな判断材料となる新市の政策ビジョンや周辺部沈滞への懸念

解消が主要なテーマとして話し合われました。同時に、対等合併であることを踏まえ、合併協議は

『互譲の精神』によって進められる必要があることが参加者の間で痛感され、その後も合併協議の基

本理念として堅持されることとなりました。発足から三ケ月という短い期間での協議成果をもとに、

集落単位での住民説明会が精力的に開催され、各市町とも「合併は避けて通れないもの」という住

民大半の同意をもって、平成15年１月、住民代表等を加えた法に基づく「鹿本地域合併協議会」を

設置し、合併を前提とした協議が開始されました。

合併協議を進めるに当たっては、住民の理解を得つつ進めることが重要であることから、毎月全

世帯に協議会広報誌を配布するほか、協議内容については、各市町で事前検討を行い、協議会での

決定は次回以降かつ全会一致で行うことなどの工夫がなされました。また、特に住民の関心の強い

新市の名称、議員の身分の取扱い、新市の事務所位置の問題については、協議会に小委員会を設置

し、慎重審議を尽くすこととされました。

その中で、議員の身分の取扱いは、早い段階で、合併特例法に基づく特例措置は活用せず、法定

定数により設置選挙を行うことが決定されました。当時、在任特例を活用する事例がほとんどであ

った中で、新市の財政や住民感情を踏まえたこの判断は住民の多くに支持され、合併の実現に大き

く寄与するものとなりました。新市の名称及び事務所位置については、意見が分かれ、検討・協議

が難航しましたが、合併を実現させることを最優先に、『互譲の精神』が最もよく発揮されました。

なお、平成16年１月に鹿北町で合併の可否に関する住民投票条例制定の本請求が一部住民から提出

されましたが、同年２月同町議会は否決し、鹿北町での合併を巡る交錯した動きに終止符が打たれま

した。

法定協議会は、発足以来平成16年12月まで約２年の間に25回の協議を重ね、すべての合併協定項

目及び各報告事項に関する協議を終えました。この間、平成16年６月に合併調印式及び各市町議会に

おける廃置分合（合併）議案等の議決、同年７月に県知事への廃置分合（合併）申請を行い、同年９

月に県知事決定、同年11月に総務大臣告示を受け、平成17年１月15日、新たな「山鹿市」が発足し

ました。
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３．新市発足までの主な流れ

Ｈ12・６月　「近未来行政研究会」設置   

Ｈ13・８月　「山鹿鹿本地域行政問題検討会」設置 

Ｈ14・３月　「山鹿鹿本地域合併問題検討会」設置 

Ｈ14・６月～　「住民説明会及び意向調査」開催   

Ｈ14・８月　「鹿本地域合併任意協議会」設立 

Ｈ14・11～12月　「住民説明会」開催（新市ビジョン等）  

Ｈ15・１月　「鹿本地域合併協議会」（法定協議会）設立 

Ｈ15・２～３月住民アンケート・ワークショップ 

Ｈ15・10月　「新市建設計画（案）」策定 

Ｈ15・11～12月　「住民説明会」「合併シンポジウム」開催 

Ｈ16・４月　「新市建設計画」決定 

Ｈ16・５月　「住民説明会」開催 

Ｈ16・６月　「合併協定調印」「廃置分合（合併）議決」 

Ｈ16・７月　「廃置分合（合併）申請」 

Ｈ16・９月　「廃置分合（合併）県議会議決・県知事決定」 

Ｈ16・11月　「廃置分合（合併）総務大臣告示」 

Ｈ17・１月　新「山鹿市」誕生 
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